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地域住宅計画

令和 5 年度 ～ 5 年度

 １．地域の住宅政策の経緯及び現況

 ２．課題

　八千代市は，千葉県北西部に位置し，東京都心から概ね３１km圏内に位置し，千葉市,習志野市，船橋市，白井市，印西市，佐倉市
と隣接している。面積は５１．３９㎢（東西８．１km，南北１０．２km）であり，土地利用は，市域の南部から中央部にかけてが市街
化区域，北部が市街化調整区域に大別される。
　地勢は，標高５～３０ｍのなだらかな台地が広がり，市域のほぼ中央を新川（印旛放水路）が南北に流れている。
　令和５年３月末時点の人口は約２０万５千人であり，人口及び世帯数は増加傾向である。
　総務省統計局が公表している平成３０年の「住宅・土地統計調査報告」における，八千代市の住宅の所有関係別専用住宅数（第９－
４表）によると，持ち家４８，０２０戸，公営の借家が２０戸，都市再生機構（ＵＲ）・公社の借家７，２９０戸，民営借家１８，１
４０戸，給与住宅（社宅・官舎）１，０８０戸となっており，住宅の総数に占める公営の借家・都市再生機構（ＵＲ）・公社の借家の
割合は，千葉県内で最も高い値となっている。
　八千代市は，当時の日本住宅公団（現：ＵＲ都市機構）や千葉県住宅供給公社により，昭和３０年代から大規模な住宅団地が次々に
建設されたため，ＵＲ都市機構・公社の住宅の借家の割合が高いのが特徴である。
　令和５年４月１日時点の本市が管理している市営住宅等の戸数は,市が所有する市営住宅３６戸，職員住宅から転用した市立住宅４
１戸，ＵＲ都市機構から借り上げている７１戸を合わせた計１４８戸であり，このうち，市立住宅４１戸については全て用途廃止する
方針となっている。また，市が所有する市営住宅についても昭和５０年代，６０年代に建設され，改修が必要な時期を迎えていること
から，今後の市営住宅のあり方について検討する必要がある。

○本市が所有する公営住宅については改修が必要となる時期を迎えていることから，経済情勢や住宅事情等による公営住宅に対する需
要の変化を捉え，必要戸数を検討するとともに，ＵＲ都市機構の住宅を借上げた場合と市直営の場合の費用等を比較し，サービス提供
のあり方を検討する必要がある。

〇公営住宅を引き続き所有する方針とした場合は，建物の改修時期やその方法について検討し，建物を適切に維持管理していくための
計画を作成する必要がある。
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単　位 基準年度 目標年度

公営住宅等長寿命化計画の改定 ％
公営住宅に対する需要と公営住宅の状況
を踏まえ，今後の方針が定められた計画

0% 4 100% 5

※計画期間の終了後、上記の指標を用いて評価を実施する。

 ３．計画の目標

定　　義

 ４．目標を定量化する指標等

公営住宅の入居者が安心・安全に生活できるよう，各団地の維持管理方針・計画を決定する。
また，経済情勢や住宅事情等による公営住宅に対する需要の変化を捉え，必要戸数を把握するとともに，今後の八千代市の公営住宅のあり方に
ついての方針を決定する。

指　　標 従前値
目標値
(実績値)



 ５．目標を達成するために必要な事業等の概要

(1) 基幹事業の概要

(2)提案事業の概要

(3)その他（関連事業など）

・公営住宅等長寿命化計画の改定
　公営住宅に対する需要と公営住宅の状況を踏まえながら，国土交通省住宅局住宅総合整備課が作成した「公営住宅等長寿
命化計画の策定指針（改定）」に基づき，公営住宅等長寿命化計画の改定を行う。



 ６．目標を達成するために必要な事業等に要する経費等

（金額の単位は百万円）

基幹事業

交付期間内
事業費

1件 4.565

4.565

提案事業

交付期間内
事業費

（参考）関連事業 　　※交付期間内事業費は概算事業費

事業主体

規模等

規模等事業（例）

事業主体

合計

合計

事業
細項目

八千代市公営住宅等ストック総合改善事業 公営住宅等長寿命化計画策定事業

規模等
細項目

事業 事業主体



 ７．法第６条第６項の規定に基づく公営住宅建替事業に関する事項

※法第６条第６項に規定する公営住宅建替事業に関する事項を地域住宅計画に記載する場合には、法第12条に規定する施行要件の特例の対象となります。

 ８．法第６条第７項の規定に基づく配慮入居者及び特定優良賃貸住宅の賃貸に関する事項

 ９．その他公的賃貸住宅等の管理等に関する事項

「法」とは、「地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法」をいう。

※法第６条第７項に規定する配慮入居者及び特定優良賃貸住宅の賃貸に関する事項を地域住宅計画に記載する場合には、法第13条に規定する特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特
例の対象となります。（ただし、一定の要件を満たすことが必要です。）


